
 
 

１．高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児（通所・入所）給付費 

高額障害福祉サービス等給付費は、同じ世帯で、障害福祉サービス（障害児含む）等の自己負担

額の１か月の合計が、基準額（課税世帯で 37,200 円、非課税世帯は 0 円、障害児世帯は所得に応

じて特例あり）を超える場合に、申請により基準額を超える部分について給付を受けられる制度で

す。給付の対象となると思われる方には、申請書等を郵送します。 

 

【合算の対象となる費用】 

１ 

障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額 

（例）居宅介護、短期入所、就労継続支援など 

※地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)は対象となりません。 

２ 
児童福祉法に基づく障害児支援(通所・入所)サービスの利用者負担額 

（例）児童発達支援、放課後等デイサービスなど 

３ 
補装具費に係る利用負担額 

※同一の人が障害福祉サービス等を併せて利用している場合に限ります。 

４ 

介護保険法に基づくサービスの利用者負担額 

（例）訪問介護、訪問看護、通所リハビリ、福祉用具貸与等 

※高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された金額を除きます。 

※同一の人が障害福祉サービスを併せて利用している場合に限ります。 

 

【対象となる世帯の範囲】 

サービスなどの利用者 合算の対象となる世帯の範囲 

18歳以上の障がい者（施設に入所する 18～19歳

は除く） 

障がい者本人と配偶者 

18歳未満の障がい児（施設に入所する 18～19歳

を含む） 

保護者の属する住民基本台帳上の世帯 

 

【支給される償還額】 

世帯の利用者負担額の合計と基準額との差額が支給されます。 【基準額】37,200円 

ただし、以下に該当する場合、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方が

基準額となります。(障害児の特例) 

・1人の障がい児が 2枚の受給者証で複数のサービスを受けている場合 

・同一世帯に属する障がい児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決 

定を受けている場合 

(参考)町民税所得割額 28万円未満の世帯における利用者負担上限月額 

在宅系サービスを利用する場合：4,600円、入所系サービスを利用する場合：9,300円 

※世帯や利用サービスの状況により、基準額は異なります。 

高額障害福祉サービス等給付費について 



２．新高額障害福祉サービス等給付費 

新高額障害福祉サービス等給付費は、65 歳になるまで 5 年以上障害福祉サービスを利用してい

た方につき、介護保険制度の利用者負担額（費用の 1割）を軽減する制度です。給付の対象となる

と思われる方に申請書等を郵送します。 

 

【対象となる方】 

以下のすべての条件に該当する方になります。 

１ 

65歳に達する前 5年以上継続して、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていたこ

と。 

（特定のサービス）居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 

２ 
１の障害福祉サービスに相当する介護保険サービス（訪問介護、通所介護、短期入所生活

介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護）を利用する場合であること。 

３ 
65歳に達する日の前日において、「低所得」または「生活保護」に該当し、65歳以降も同

様であること。 

４ 65歳に達する日の前日において、障害支援区分 2以上であったこと。 

５ 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。 

 

３．手続き方法 

１，２の制度の対象となると思われる方には、町から案内文を送付します（毎年 9 月頃）。案内

がないものの、本制度の対象となると思われる場合には、お問い合わせください。 

～申請手続きに必要なもの～ 

(1)高額障害福祉サービス等給付費支給申請書または高額障害児通所給付費支給申請書 

(2) 領収書（利用したサービスすべて） 

利用者負担分と実費負担分（支払先が独自に徴収している費用）の内訳がわかるもの 

(3) 支給決定者（障がい児の場合は、保護者）の振込口座がわかるもの 

(4) 受給者証（障害福祉サービス、障害児通所給付費・入所給付費） 

(5) 当該月の補装具費の領収書（補装具費の該当月がある場合のみ必要) 

(6) 高額介護サービス費支給決定通知書のコピー（介護保険サービスを利用し、高額介護サービス 

費の支給を受けている場合のみ必要) 

(7) マイナンバーがわかるもの（個人番号カード、通知カード） 

 

※複数の法律に基づくサービスの負担額の合算が完了したのちに高額障害福祉サービス等給付費 

等を支給するため、前々年 8月～前年 7月サービス利用分の償還に関する案内文をお送りしま 

す。 

※介護保険サービス利用者の場合は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担

額が償還された後に、尚残る利用者負担額が償還対象となります。 

※サービス利用から 5年間は申請が可能です。 

 

 問い合わせ 健康福祉課福祉係 86-0111  


